
回答日： 令和7年6月16日

設計図書等の質問書に対する回答書　

業務委託名：新改委託（社会）第2号　別府上名線測量設計業務委託

番号 該当頁

1 設計書
P.4

2 設計書
P.4

3
設計書
P.5、
P33

4
設計書
P.36～
P.51

質 問 内 容 回 答 内 容

測量業務の安全費（その他）において、旅費交
通費（率計上分）は対象となっておりますでしょ
うか?ご教示ください。

対象ではありません。

設計書のとおり積算してください。

鹿児島県の測量業務の諸経費標準値が令和7
年4月より改定されましたが、改定後の率で諸
経費を算出されておりますでしょうか。ご教示く
ださい。

閲覧設計書の前から３枚目に明記してある諸経
費で算出しています。

設計業務の道路詳細設計（B）の内容につい
て、電子計算機使用料は計上されていますで
しょうか。御教示ください。

計上しています。

道路詳細設計（B）の単位が１「km」となっておりま
すが、１「式」あたりという解釈でよろしいでしょう
か。ご教示ください。


